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厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 

ワクチン評価に関する小委員会の設置について 

  

 

                          平成26年9月11日   

             厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会   

予防接種基本方針部会長決定   

 

 

１ 設置の趣旨  

予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種

法第３条第１項に基づく「予防接種に関する基本的な計画」においては、

定期接種に位置付けられているワクチンや、現在任意接種とされているワ

クチンについて、今後、その位置付けについて評価及び検討することが求

められている。 

そのため、予防接種法の対象となる疾病・ワクチンの在り方について、

評価項目や評価の方法等を含めた医学的・科学的な視点からの議論を行う

とともに、 各疾病・ワクチンについて、予防接種法の定期接種に位置付け

るかどうかの考え方を整理し、予防接種基本方針部会に報告するため、厚

生科学審議会予防接種・ワクチン分科会運営細則第５条に基づき、予防接

種基本方針部会の下に「ワクチン評価に関する小委員会」を設置する。 

 

 

２ 委員 

・ 委員会の構成は別紙のとおりとする。 

・ 委員会に委員長を置き、予防接種基本方針部会長が指名する。 

・ 委員長は、委員会の事務を掌理する。 

・ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者を副委員長とし、 

その職務を代理する。 

・ 委員長は、必要に応じて参考人を招致することができる。 

 

３ その他 

・ 委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそ

れがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵

害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすることができる。 

・ 委員会の庶務は、厚生労働省健康局結核感染症課が行うこととする。 

・ その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。 
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別 紙 
 
 
 
池田 俊也 国際医療福祉大学薬学部薬学科教授 
 

金川 修造 国立国際医療研究センター国際感染症センター 
トラベルクリニック医長 

 
倉根 一郎 国立感染症研究所副所長 
 
近藤 正英 筑波大学准教授 
 
菅沼 明彦 東京都立駒込病院感染症科 
 
多屋 馨子 国立感染症研究所感染症疫学センター第三室長 
 
原 めぐみ 佐賀大学医学部社会医学講座 講師 
 
福島 若葉 大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学准教授 
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